
 

協議第２４号 

   

 

上下水道関係事業について 
    

 

 

 

上下水道関係事業について、次のとおり提案する。 

 

 

 

平成１７年１月１２日提出 

 

 

            東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会 

会 長  中 村  功 一   
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 上下水道関係事業については、別紙のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．上水道
能登川町上水道事業として実施

①水道料金

　１，０５０円

○旧八日市市・旧五個荘町の水道料金について
は、東近江市における施設計画及び財政計画に
基づく料金に統一するよう合併後段階的に調整
する。
　 旧永源寺町の水道料金については、４つの簡
易水道料金を統一するよう合併時までに調整す
る。
　 旧愛東町・湖東町の水道料金については、愛
知郡広域行政組合で定める額とする。

蒲生町上水道事業として実施

１ヶ月当たり　消費税込み

基本料金 基本料金

１ヶ月当たり　消費税込み １ヶ月当たり　消費税込み

１４７円

１５７円

１０５円

１２６円

１３６円

１４７円

７５㎜
２８，６６０円

１５０㎥まで

臨　　　　　　時 ３６７円

７５㎜

　１８，９００円

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

能登川町 蒲生町

家事用

東近江市 （現況及び方針）

超過料金

金額口径

１０㎥まで

４０㎜

１㎥につき

調　整　方　針

項　　　目

上水道、下水道については、東近江市の制度及び方針に統一する。
ただし、別に調整が必要な事業については、各項目で別に定めるとおりとする。

　３，８３０円

３０㎥まで

１㎥につき

１８９円

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

１５－５ 協定項目名 　　上下水道関係事業協定項目番号

No.１

１７８円

２０㎜
１５㎥まで

４０㎥まで

１０㎥まで

　１，８９０円 　１，８９０円
１３㎜ １３㎜

浴場用

　31㎥～100㎥
２５㎜

１００㎥まで

　１８，９００円

１５０㎥まで

４０㎜

５０㎜
２１，０００円

101㎥～500㎥　
営業用

　21㎥～　40㎥

101㎥～500㎥　

　７，５６０円

　２，８８０円

２０㎥まで

　41㎥～100㎥

１５７円

１３６円
501㎥～　　 　　

　料金は、1ヶ月について次に掲げる基本料
金、超過料金（超過水量の区分に応じて算
出した金額の合計額）及びメーター使用料の
合計額とする。

　３，４６５円

２０㎜
２０㎥まで

　３，７８０円

　旧八日市市上水道事業と旧五個荘町上水道事業
については、東近江市の上水道事業として実施す
る。
　旧永源寺町簡易水道事業については、東近江市の
簡易水道事業として実施する。
　旧愛東町・旧湖東町の上水道事業については、現
行のとおり愛知郡広域行政組合で実施する。

金額

　旧八日市市の状況

501㎥～　　　　 

　11㎥～　20㎥

　５，２５０円

５０㎥まで

基本料金
超過料金

１㎥につき

　同　　左

超過料金

６２，３７０円

１５０㎥まで

口径

２５㎜

１００㎥まで

１０㎥まで

51㎥～　　　　　１０５円

【調整内容】

【調整内容】
　能登川町及び蒲生町の水道料金については、東
近江市における施設計画及び財政計画に基づく料
金に統一するよう合併後段階的に調整する。

　能登川町上水道事業及び蒲生町上水道事業につ
いては、東近江市の上水道事業として実施する。

臨　　　　　　時 ５０４円

２８，３５０円

３３０㎥まで

５０㎜

　料金は、1ヶ月につき次に掲げる基本料
金、超過料金の合計額とする。



メーター使用料　　　　　　　　　1月当たり

メーター使用料　　　　　　　　　1月当たり

　旧五個荘町の状況

メーター使用料　　なし

１００㎜

１００㎜ ３，４６５円

１５０円

１ヶ月当たり　消費税込み

　５０㎜ １，７８５円
　７５㎜ ２，３１０円

　３０㎜ ５２５円
　４０㎜ ８９２円

　２０㎜ １８９円
　２５㎜ ２９４円

口径 使用料
　１３㎜ ７８円

　７５ｍｍを超えるもの及びこの表に定め無き
口径については、別に管理者が定める。
　使用水量が基本水量の２分の１に満たない
場合は基本料金の２分の１とする。
　使用水量が１０，０００㎥を超える場合は超
過料金１㎥につき１５７円とする。

メーター使用料　　なし

１回５分以内　１，６８０円消火栓使用料

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

金額

No.２

１５－５ 協定項目名 　　上下水道関係事業

能登川町

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

協定項目番号

東近江市（現況及び方針）項　　　目

２，０００円
　７５㎜

病院用 　31㎥～100㎥　１３６円

100㎜

８９，２５０円

５０㎥まで

　８，９２５円
１００㎥まで
　１７，８５０円

　　１，４７０円

超過料金

１㎥につき

50１㎥～　　　　　１５７円

500㎥～ 　　　　１５７円

基本料金

１５７円１３㎜
１０㎥まで

口径

蒲生町

３０㎥まで

　３，３６０円

臨時用 １㎥につき　　　　　１３１円

会社工場用
５０㎥まで

　51㎥～100㎥　１３６円

　６，１９５円

101㎥～500㎥　１４７円

101㎥～500㎥　１４７円

官公署、学校

　料金は、1ヶ月につき次に掲げる基本料
金、超過料金の合計額とする。

２５㎜

４０㎜

５０㎜

口径 使用料

１００円

　　５，０４０円

　２５㎜
　２０㎜

２０㎜

７５㎜

　３５，７００円
５００㎥まで

１，０００円　４０㎜

　１３㎜

１，０００㎥まで
１７８，５００円

　３０㎜

６０円

５００円

１６８円

３０㎥まで

１，４００円

２００㎥まで



②加入金

旧八日市市の状況

旧五個荘町の状況 加入工事負担金

１，２６０，０００円

２０㎜

８４０，０００円

消費税込み

　　上下水道関係事業

No.３

蒲生町能登川町

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

６１９，５００円

７５㎜

５０㎜

臨時用

８８２，０００円

１３㎜ ８4，０００円

口径

１３㎜

４４１，０００円 ４０㎜

口径 加入金

２５㎜

３５８，０５０円

２０㎜

３０㎜

加入金

５７，７００円

４７２，０００円

口径

１，４５９，５００円

４０㎜

２，１００，０００円

長峰地区加圧所からの給水区域

１件当り　３００，０００円

１，１９２，８００円 ２，９１９，０００円

１３㎜ ２１０，０００円

１９０，０５０円

１４２，８００円

７５㎜

２０㎜

５０㎜

２５㎜

協定項目番号

２５㎜

１４７，０００円

２７３，０００円

○旧八日市市・旧五個荘町の加入金について
は、水道料金の改定とあわせて合併後調整す
る。
　旧永源寺町の加入金については、当分の間、
現行のとおりとする。
　旧愛東町・旧湖東町の加入金については、愛
知郡広域行政組合で定める額とする。

１５－５ 協定項目名

項　　　目 東近江市（現況及び方針）

消費税込み

加入金

３５７，０００円

　　（消費税込み）

３１，５００円

１７８，５００円

７５㎜ １，１５５，０００円

４０㎜

５０㎜

７５㎜

１３㎜ ８４，０００円

３３６，０００円

５７７，５００円

２０㎜

消費税込み

２５㎜

１００㎜

３，１５０，０００円

１３６，５００円

５，３５５，０００円

消費税込み

加入金

５０㎜

４０㎜

口径

１００㎜

　能登川町及び蒲生町の加入金については、水道
料金の改定とあわせて合併後調整する。

【調整内容】

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針



①公共下水道事業

整備状況

人 人 人

人 人 人

人 人 人

％ ％ ％

人 人 人

％ ％ ％

ha ha ha

ha ha ha

ha ha ha

使用料

（算定方法） （算定方法） （算定方法）

1,500㎥を
　　超える分

199円

　使用料及びその算定・徴収方法については、合併
時に東近江市の制度に統一する。

― ―
７５０㎥を
　　超える分

199円189円 ― ―

排水量 料金 排水量
１㎥に
つき

○使用料については、平成１７年４月分から統一
し、その算定方法は従量制によるものとする。

特定排水 １ヶ月につき　消費税込み

18,220

0

旧八日市市・五個荘町 旧愛東町・湖東町

水洗便所設置済人口

使用料は、基本料金と超過料金で賦課

64,200

特定排水 １ヶ月につき　消費税込み

基本料金

特定排水

基本料金 超過料金

排水量 料金 排水量

２ヶ月につき　消費税込み

○東近江市において計画的に整備する。

29,393 0

水洗化率 70.0 0

供用開始年月日

処理区域内人口 41,948

H6.6.1供用開始年月日H4.6.1供用開始年月日

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

使用料は、基本料金と超過料金で賦課 使用料は、基本料金と上水道使用水量にか
かる単価を乗じた額の合計額とする。

旧八日市市 H1.4.15
未定

168円

157円

200㎥を
　　超える分

168円157円

20㎥まで

円

2,520
100㎥を超え
 200㎥まで

136円
30㎥を超え
 50㎥まで

基本料金 超過料金

排水量 料金 排水量

２ヶ月につき　消費税込み

基本料金 超過料金

１ヶ月につき　消費税込み

排水量 料金

一般排水

排水量
１㎥に
つき

140円

10㎥を超え
 30㎥まで 140円

10㎥まで

円

1,360

100㎥を
　　超える分

150円

50㎥を超え
 100㎥まで

145円

１㎥に
つき

４１㎥　～
 　　　　１００㎥

超過料金

― ―

排除方式

1１㎥　～
 　　　　20㎥

２１㎥　～
 　　　　４０㎥

１ヶ月につき　消費税込み

10㎥まで

円

1,050

500㎥以上

１㎥に
つき

７５０㎥を
　　超える分

60㎥を超え
 100㎥まで

一般排水

基本料金 超過料金

排水量 料金 排水量

147円

１㎥に
つき

20㎥を超え
 60㎥まで

全体計画面積

827

処理施設 湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ 東北部浄化ｾﾝﾀｰ

処理区域面積 244

超過料金

一般排水

基本料金

処理施設

分流式 分流式

処理区域面積 1,085

8,872

能登川町

水洗便所設置済人口 水洗便所設置済人口

処理区域内人口

147円

排水量 料金 排水量

行政区域面積 6,888

　　上下水道関係事業

行政区域内人口

水洗化率

15,057

全体計画人口 18,100

蒲生町

23,080

【調整内容】

71.9

3,112

湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ

排除方式 分流式

68.8

行政区域面積 3,464

880

普及率 53.5

処理区域内人口

25,300

12,347

行政区域内人口

全体計画人口

１０１㎥　～
 　　　　５００㎥

協定項目名１５－５

0普及率

No.４

項　　　目

処理施設 湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ

635.5

処理区域面積

行政区域内人口 57,560

２．下水道

4,725

126円

排除方式

273.4

水洗化率

行政区域面積

分流式

１㎥に
つき

全体計画面積

6,867

普及率 45.6

136円

14,819

72.9

東近江市（現況及び方針）

6,724

全体計画面積 2,228 0

旧五個荘町 H9.4.  1

協定項目番号

全体計画人口

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況



(排水量の認定） (排水量の認定） (排水量の認定）

（徴収方法） （徴収方法） （徴収方法）

・口座振替等による個別徴収　 ・口座振替等による個別徴収　 ・口座振替等による個別徴収　

・上水道料金と同一 ・２ヶ月徴収　（上水道料金と同一） ・１ヶ月徴収　（上水道料金と同一）

【参考】　世帯構成人数別の料金試算

　　上下水道関係事業

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

東近江市（現況及び方針）

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

※１人１ヶ月７㎥〔認定水量〕を使用した場合（消費税込
み。）

能登川町 蒲生町

協定項目番号 １５－５ 協定項目名

　　　円
10,500

４，３５７円

４人 ３，４０２円

３人 ２，４４６円

１ヶ月につき　消費税込み

基本料金 超過料金

排水量 料金 排水量

１，５５４円２人

５人

公衆浴場排水

世帯人数

No.５

料金

300㎥を
　　超える分

52円

（２）井戸水のみを使用の場合は、世帯構成
員一人につき1ヶ月7㎥で認定する。

３００㎥まで

（３）上水道と井戸水を併用の場合は、上水
道の使用水量と井戸水の認定水量（世帯人
員×７㎥）を比較してどちらか多い方の水量
とみなす。

（１）水道水のみを使用している場合は、上水
道使用水量を汚水量とする。

１㎥に
つき

（１）水道水のみを使用している場合は、上
水道使用水量を汚水量とする。

（３）上水道と井戸水を併用の場合は、上水
道の使用水量と井戸水の認定水量（世帯人
員×７㎥）を比較してどちらか多い方の水量
とみなす。

１，０５０円

（２）井戸水のみを使用の場合は、世帯構成
員一人につき1ヶ月7㎥で認定する。

（１）水道水のみを使用している場合は、上水
道使用水量を汚水量とする。

（２）井戸水のみを使用の場合は、世帯構成
員一人につき1ヶ月7㎥で認定する。

（３）上水道と井戸水を併用の場合は、上水
道の使用水量と井戸水の認定水量（世帯人
員×７㎥）を比較してどちらか多い方の水量
とみなす。

項　　　目

１人



受益者負担金　（分担金）

（受益者負担金の額） （受益者負担金の額）

・第１負担区　２５０円／㎡ 全町一負担区で徴収

（３年１２回分割の制度あり） 　第１負担区　２７０円／㎡

・第２負担区　４２０円／㎡ （３年１２回分割の制度あり）

（３年１２回分割の制度あり）

（３年１２回分割の制度あり）

　　125,000円／ます割額（均等割）と

　　250円／敷地面積１㎡を合算した額

②農業集落排水事業

施設整備

整備状況
　旧八日市市　　　　　９地区 ４地区 すべて整備済 ５地区 すべて整備済
　旧永源寺町 　８地区

　旧五個荘町 　３地区

　旧愛東町 １０地区
　旧湖東町 １４地区

使用料

（算定方法） （算定方法） （算定方法）

　

※超過料金は公共下水道料金と同一

口座振替等による個別徴収 口座振替等による個別徴収 各管理組合による徴収

東近江市（現況及び方針）

すべて整備済

すべて整備済

協定項目名 　　上下水道関係事業

1,500円 750円

4,700円 500円

○使用料については、平成１７年４月分から統一
し、その算定方法及び徴収方法は次のとおりとす
る。ただし、店舗または事務所等の使用料につい
ては、合併時までに調整する。

　都市計画税の一部を下水道事業に充当し
ているため、市街化区域（第１負担区）と市街
化調整区域（第２負担区）で負担区分をして
いる。

旧八日市市の状況

旧五個荘町の状況

○農業集落排水処理施設については、計画的に
整備する。また、各施設の適正な維持管理に努
める。

○受益者負担金については、これまでの整備に
要した費用をもとに算出していることから、現行
の各処理分区のとおりとする。
　また、農業集落排水処理施設を公共下水道へ
接続替する際の受益者負担金は徴収しない。

全処理区 1,995円 367円

すべて整備済

７地区で整備済

すべて整備済

消費税込み 消費税込み 消費税込み

基本料金 人数割

鈴

稲垂

能登川町

負担区名 負担金額（１㎡当り）

第１負担区

全処理区

３００円

３００円第４負担区

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

第３負担区

蒲生町

３００円

第２負担区 ３００円

協定項目番号

蒲生堂 3,000円 600円

宮川 2,000円 700円

項　　　目

１５－５

No.６

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

（徴収方法） （徴収方法）

石塔・平林 1,000円 500円

（徴収方法）

基本料金

2,520円

【調整内容】
　使用料及びその算定・徴収方法については、合併
時に東近江市の制度に統一する。

人数割基本料金



【参考】　世帯構成人数別の料金試算

分担金

分担金の状況 （分担金の額） （分担金の額）
旧八日市市　　　　

旧永源寺町

旧五個荘町

旧愛東町

旧湖東町

新規加入金

  旧五個荘町

施設管理積立金

　新規加入金については、蒲生町は現行のとおりと
し、能登川町は合併時までに調整する。

○分担金については、合併時に統一する。

○施設管理積立基金については、合併時までに
清算する。

２５万円　　公共下水道事業と同じ

　旧八日市市、旧永源寺町、旧愛東町、旧湖東町

新規加入金の状況

○新規加入金については、現行のとおりとする。

・事業に要する費用（測量試験費を除い
た額）の100分の10以内とする。

・事業に要する費用（当該事業に対し補
助金の交付を受けた場合は、当該補助
金の額を差し引いた額）の範囲内におい
て町長が定める額とする。

５人

・事業に要する費用に100分の9を乗じて
得た額とする。

４人 ３，４６５円

項　　　目 東近江市（現況及び方針）

１　　　　　市　　　　　２　　　　　町　　　　　の　　　　　現　　　　　況

協定項目番号 １５－５

３，８３２円

２，３６２円

協定項目名

能登川町

３，０９７円

・事業に要する費用に100分の15を乗じ
て得た額とする。

各管理組合の定めた額

・事業に要する費用の100分の10以内と
する。

世帯人数 料金

１人

２人 ２，７３０円

３人

　　有　　　り 　　有　　　り

　　1㎡あたり３００円 ・事業に要する費用（当該事業に対し補助金
の交付を受けた場合は、当該補助金の額を
差し引いた額）の範囲内において町長が定
める額とする。

　　　(公共下水道に準じる）

　　な　　　し 各管理組合の定めた額

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会の調整方針

【調整内容】

　消費税を含む

No.７

　　上下水道関係事業

蒲生町


